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終活総合相談支援の実施について 

 

１．背 景 

高齢者を中心に単身世帯の増加が見込まれる中、判断能力が低下した際の生活や

死後の対応に不安がある高齢者の増加も見込まれている。 

国は令和７年１２月「社会保障審議会福祉部会報告書」の中で、頼れる身寄りが

いないことに着目した支援策が必要としており、都では、身寄りのない高齢者等へ

の相談支援に対する補助制度を令和６年度に新設している。 

 

２．目 的 

  家族や親族がいない又はいてもそれらの者から必要な支援を受けることができ

ない高齢者又は障害者が、将来生じるであろう医療、福祉等に関する課題や、葬儀

や相続等死後に発生する手続き等に関し、相談を受け、必要な情報を提供すること

により、将来にわたり安心して地域で生活を送ることができるようにすることを目

的とする。 

 

３．事業概要（別紙） 

本人の希望に基づき、自分らしく安心して人生の終焉を迎えられるよう、下記

の通り「終活」に関する相談、情報提供に係る事業を行う。（台東区社会福祉協議

会へ委託予定） 

(１)一般相談：職員による窓口での相談の実施 

(２)専門職による相談：弁護士・司法書士による個別相談の実施（月１回） 

(３)終活講座の実施：「終活」をテーマにした啓発のための講座を実施（年１回） 

(４)エンディングノートの作成・配布 

   

４．予算額（案） 

  歳入 ３，５１６千円 

  歳出 ７，０３２千円 

 

５．今後の予定 

 令和８年５月 事業実施予定 

令和８年２月２７日 

保健福祉委員会資料 

福 祉 部 福 祉 課 



 

別  紙 
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終活総合相談支援事業の流れ 

 

 

                       

     

     

                       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                       

 

 

 

 

     

 

 

 

一般相談 

専門職相談 

司法書士会 

弁護士会 

終活というものがどういうものか興味があり、詳しく知りた

い人を想定。基本的には土日休日以外毎日実施。 

区や民間の事業で提供可能な情報や一般的なエンディン

グノートの書き方について紹介。 

より専門的な内容を知りたい場合や具体的な支援を受け

たい場合は、専門職相談につなぐ。 

 

専門的な内容（遺言、相続、任意後見、死後事務等）に

ついて、 知りたい方を想定。 

弁護士会、司法書士会それぞれ月１回ずつ開催予定 

さらに個別具体的な支援を希望する場合は、社協から

司法書士会や弁護士会等につなぐ。 

公証役場 行政機関

公証役場 

民間事業所

公証役場 

終活講座 

興味はあるが相談するほどではない人を対象とした内容 

専門職の方を講師として想定 

終活講座の中で、関連する区の事業を紹介 

（住まいの終活、高齢・障害の関連事業等） 

エンディング

ノートの配布 

もしもの時のために残しておきたい情報が書けるようにし

てあるもの。講演会や相談の際に配布したり、各関係所管

部所の窓口に配架して啓発。状況により書き方講座を実

施することを想定 

 


